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(57)【要約】
【課題】プログラムの追加による省電力効果への影響を
抑制すること。
【解決手段】プログラムをインストール可能な機器であ
って、省電力状態への移行開始時期より前に、前記プロ
グラムに対する省電力状態への移行通知を行う事前通知
手段と、前記移行開始時期に、前記プログラムに関して
省電力状態への移行の可否を問い合わせる確認手段とを
有し前記確認手段によって問い合わせが行われた前記プ
ログラムに関して省電力状態への移行が可能である場合
に、省電力状態へ移行する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プログラムをインストール可能な機器であって、
　省電力状態への移行開始時期より前に、前記プログラムに対する省電力状態への移行通
知を行う事前通知手段と、
　前記移行開始時期に、前記プログラムに関して省電力状態への移行の可否を問い合わせ
る確認手段とを有し
　前記確認手段によって問い合わせが行われた前記プログラムに関して省電力状態への移
行が可能である場合に、省電力状態へ移行する機器。
【請求項２】
　前記機器は、相互に省電力の程度の異なる第一の省電力状態と第二の省電力状態とを含
む複数の省電力状態を有し、
　前記事前通知手段は、前記第一の省電力状態への移行時から第一の所定時間経過後に、
前記プログラムに対して省電力状態への移行を通知し、
　前記確認手段は、前記第一の省電力状態への移行時から第二の所定時間経過後に前記プ
ログラムに関して省電力状態への移行の可否を問い合わせる請求項１記載の機器。
【請求項３】
　前記移行通知に応じ、前記プログラムの終了させる終了化手段を有する請求項１又は２
記載の機器。
【請求項４】
　プログラムをインストール可能な機器が、
　省電力状態への移行開始時期より前に、前記プログラムに対する省電力状態への移行通
知を行う事前通知手順と、
　前記移行開始時期に、前記プログラムに関して省電力状態への移行の可否を問い合わせ
る確認手順とを実行し
　前記確認手順において問い合わせが行われた前記プログラムに関して省電力状態への移
行が可能である場合に、省電力状態へ移行する省電力制御方法。
【請求項５】
　前記機器は、相互に省電力の程度の異なる第一の省電力状態と第二の省電力状態とを含
む複数の省電力状態を有し、
　前記事前通知手順は、前記第一の省電力状態への移行時から第一の所定時間経過後に、
前記プログラムに対して省電力状態への移行を通知し、
　前記確認手順は、前記第一の省電力状態への移行時から第二の所定時間経過後に前記プ
ログラムに関して省電力状態への移行の可否を問い合わせる請求項４記載の省電力制御方
法。
【請求項６】
　前記移行通知に応じ、前記プログラムの終了させる終了化手順を前記機器が実行する請
求項４又は５記載の省電力制御方法。
【請求項７】
　プログラムをインストール可能な機器に、
　省電力状態への移行開始時期より前に、前記プログラムに対する省電力状態への移行通
知を行う事前通知手順と、
　前記移行開始時期に、前記プログラムに関して省電力状態への移行の可否を問い合わせ
る確認手順とを実行させ
　前記確認手順において問い合わせが行われた前記プログラムに関して省電力状態への移
行が可能である場合に、省電力状態へ移行する省電力制御プログラム。
【請求項８】
　前記機器は、相互に省電力の程度の異なる第一の省電力状態と第二の省電力状態とを含
む複数の省電力状態を有し、
　前記事前通知手順は、前記第一の省電力状態への移行時から第一の所定時間経過後に、
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前記プログラムに対して省電力状態への移行を通知し、
　前記確認手順は、前記第一の省電力状態への移行時から第二の所定時間経過後に前記プ
ログラムに関して省電力状態への移行の可否を問い合わせる請求項７記載の省電力制御プ
ログラム。
【請求項９】
　前記移行通知に応じ、前記プログラムの終了させる終了化手順を前記機器に実行させる
請求項７又は８記載の省電力制御プログラム。
【請求項１０】
　請求項７乃至９いずれか一項記載の省電力制御プログラムを記録したコンピュータ読み
取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機器、省電力制御方法、省電力制御プログラム、及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プリンタ、ファクシミリ、コピー機、又は複合機等の画像形成装置などのように
、省電力化を図るため、例えば、無操作状態が所定時間継続すると省電力状態（省電力モ
ード又は省エネモード等とも呼ばれる。）に移行する機器がある。例えば、斯かる画像形
成装置の中には、省電力状態の移行時において、画像形成装置内において動作する各部（
例えば、プログラム群等）に関して、省電力状態への移行の可否の確認が行われるものも
ある。すなわち、各部に関して省電力状態への移行が可能であることが確認された場合に
限って省電力状態への移行が行われる。突然の省電力状態への移行による各部の動作不正
や、各部の処理対象のデータの破壊等を防止するためである。
【０００３】
　他方において、画像形成装置の中には、アプリケーションプログラムを実装するための
ＡＰＩ（Application Program Interface）が公開され、その出荷後に、ユーザ所望のア
プリケーションプログラムをインストールすることにより、機能拡張が可能とされている
ものもある。このような画像形成装置においては、ユーザの利用形態に応じて、多数のア
プリケーションプログラムが動作する可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような画像形成装置を一例とする機器において動作するアプリケー
ションプログラムが増加すると、省電力状態への移行時における確認対象が増加する。す
なわち、インストールされた各アプリケーションプログラムに関しても、省電力状態への
移行の可否の確認が行われる必要がある。斯かる確認対象の増加は、省電力状態への移行
の可否の確認処理の長期化を招く。その結果、省電力状態への移行が遅れ、結果的に省電
力効果が低下してしまう可能性がある。
【０００５】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであって、プログラムの追加による省電力効
果への影響を抑制することができる機器、省電力制御方法、省電力制御プログラム、及び
記録媒体の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで上記課題を解決するため、本発明は、プログラムをインストール可能な機器であ
って、省電力状態への移行開始時期より前に、前記プログラムに対する省電力状態への移
行通知を行う事前通知手段と、前記移行開始時期に、前記プログラムに関して省電力状態
への移行の可否を問い合わせる確認手段とを有し前記確認手段によって問い合わせが行わ
れた前記プログラムに関して省電力状態への移行が可能である場合に、省電力状態へ移行
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する。
【０００７】
　このような機器では、プログラムの追加による省電力効果への影響を抑制することがで
きる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、プログラムの追加による省電力効果への影響を抑制することができる
。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態における画像形成装置のハードウェア構成例を示す図である
。
【図２】本発明の実施の形態における画像形成装置のソフトウェア構成例を示す図である
。
【図３】本実施の形態の画像形成装置の省電力状態に関する状態遷移の一例を示す図であ
る。
【図４】第一の実施の形態の処理手順を説明するためのシーケンス図である。
【図５】第二の実施の形態の処理手順を説明するためのシーケンス図である。
【図６】第三の実施の形態の処理手順を説明するためのシーケンス図である。
【図７】第四の実施の形態の処理手順を説明するためのシーケンス図である。
【図８】第五の実施の形態の処理手順を説明するためのシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。図１は、本発明の実施の形態に
おける画像形成装置のハードウェア構成例を示す図である。同図において、画像形成装置
１０は、コントローラ１１、スキャナ１２、プリンタ１３、モデム１４、操作パネル１５
、ネットワークインタフェース１６、及びＳＤカードスロット１７等のハードウェアを有
する。
【００１１】
　コントローラ１１は、ＣＰＵ１１１、ＲＡＭ１１２、ＲＯＭ１１３、ＨＤＤ１１４、及
びＮＶＲＡＭ１１５等を有する。ＲＯＭ１１３には、各種のプログラムやプログラムによ
って利用されるデータ等が記録されている。ＲＡＭ１１２は、プログラムをロードするた
めの記憶領域や、ロードされたプログラムのワーク領域等として用いられる。ＣＰＵ１１
１は、ＲＡＭ１１２にロードされたプログラムを処理することにより、各種の機能を実現
する。ＨＤＤ１１４には、プログラムやプログラムが利用する各種のデータ等が記録され
る。ＮＶＲＡＭ１１５には、各種の設定情報等が記録される。
【００１２】
　なお、本発明の実施の形態におけるＲＡＭ１１２、ＨＤＤ１１４、又はＮＶＲＡＭ１１
５は、記憶部の一例である。
【００１３】
　スキャナ１２は、原稿より画像データを読み取るためのハードウェア（画像読取手段）
である。プリンタ１３は、印刷データを印刷用紙に印刷するためのハードウェア（印刷手
段）である。モデム１４は、電話回線に接続するためのハードウェアであり、ＦＡＸ通信
による画像データの送受信を実行するために用いられる。操作パネル１５は、ユーザから
の入力の受け付けを行うためのボタン等の入力手段や、液晶パネル等の表示手段等を備え
たハードウェアである。ネットワークインタフェース１６は、ＬＡＮ等のネットワーク（
有線又は無線の別は問わない。）に接続するためのハードウェアである。ＳＤカードスロ
ット１７は、ＳＤカード８０に記録されたプログラムを読み取るために利用される。すな
わち、画像形成装置１０では、ＲＯＭ１１３に記録されたプログラムだけでなく、ＳＤカ
ード８０に記録されたプログラムもＲＡＭ１１２にロードされ、実行されうる。
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【００１４】
　図２は、本発明の実施の形態における画像形成装置のソフトウェア構成例を示す図であ
る。同図において、画像形成装置１０は、標準アプリ１５１、ＳＤＫアプリ１５２、ＳＤ
Ｋプラットフォーム１５３、コントロールサービス１５４、及びＯＳ１５５等を有する。
【００１５】
　標準アプリ１５１は、画像形成装置１０に標準的に（出荷時に予め）実装されているア
プリケーションの集合である。同図では、スキャンアプリ１５１１、印刷アプリ１５１２
、コピーアプリ１５１３、及びＦＡＸアプリ１５１４が例示されている。スキャンアプリ
１５１１は、スキャンジョブを実行する。印刷アプリ１５１２は印刷ジョブを実行する。
コピーアプリ１５１３は、コピージョブを実行する。ＦＡＸアプリ１５１４は、ＦＡＸの
送信ジョブ又は受信ジョブを実行する。
【００１６】
　コントロールサービス１５４は、各種のハードウェアリソース等を制御するための機能
を上位アプリケーション等に対して提供したり、画像形成装置１０の基盤的な機能等を実
行したりするソフトウェアモジュール群である。同図において、コントロールサービス１
５４は、移行制御部１６１、事前通知部１６２、及び移行可否確認部１６３等を有する。
【００１７】
　移行制御部１６１は、省電力状態への移行を制御する。省電力状態とは、省電力モード
又は省エネモード等とも呼ばれ、画像形成装置１０の消費電力が抑制された状態をいう。
例えば、省電力状態では、操作パネル１５への電力の供給が停止又は抑制されたり、スキ
ャナ１２及びプリンタ１３等のエンジン部への電力の供給が停止又は抑制されたりする。
【００１８】
　事前通知部１６２は、省電力状態への移行開始時期より前に、画像形成装置１０におい
て起動されているプログラム（例えば、標準アプリ１５１、ＳＤＫアプリ１５２、ＳＤＫ
プラットフォーム１５３等）に対して、省電力状態への移行の事前通知を行う。省電力状
態への移行開始時期とは、画像形成装置１０の仕様により定められた時期である。例えば
、無操作状態が所定時間経過した時期である。
【００１９】
　移行可否確認部１６３は、省電力状態への移行開始時期において、画像形成装置１０に
おいて起動されているプログラムに関して、省電力状態への移行の可否を確認する。突然
の省電力状態への移行による各プログラムの動作不正や、各プログラムの処理対象のデー
タの破壊等を回避するためである。
【００２０】
　ＳＤＫアプリ１５２は、画像形成装置１０の出荷後において、画像形成装置１０の機能
拡張等を図るためのプラグインとして追加的にインストールされるアプリケーションプロ
グラムである。したがって、ＳＤＫアプリ１５２の機能は、所定のものに限定されない。
例えば、ＳＤＫアプリ１５２は、ＳＤカード８０から又はネットワークを介して画像形成
装置１０にインストールされる。
【００２１】
　ＳＤＫプラットフォーム１５３は、ＳＤＫアプリ１５２の実行環境を提供する。各ＳＤ
Ｋアプリ１５２は、ＳＤＫプラットフォーム１５３が提供するＡＰＩ（Application Prog
ram Interface）を利用して開発される。例えば、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、ス
キャン機能を利用させるためのインタフェース、印刷機能を利用させるためのインタフェ
ース、コピー機能を利用させるためのインタフェース等をＳＤＫアプリ１５２に提供する
。ＳＤＫプラットフォーム１５３のＡＰＩは公開されており、サードベンダ等によっても
ＳＤＫアプリ１５２は開発されうる。また、当該ＡＰＩは、異機種間において平滑化され
ている。したがって、ＳＤＫアプリ１５２に関して、機種に応じて異なる実装が行われる
必要性は低い。
【００２２】
　なお、本実施の形態では、便宜上、画像形成装置１０にインストール可能なプログラム



(6) JP 2012-190438 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

として、ＳＤＫアプリ１５２及びＳＤＫプラットフォーム１５３等が例示されているが、
画像形成装置１０にインストール可能なプログラムは、ＳＤＫアプリ１５２及びＳＤＫプ
ラットフォーム１５３等に限定されない。画像形成装置１０にインストール可能なプログ
ラムには、画像形成装置１０に追加的にインストールされるプログラム全般が含まれうる
。
【００２３】
　ＯＳ１５５は、いわゆるＯＳ（Operating System）である。画像形成装置１０上の各ソ
フトウェアは、ＯＳ１５５上においてプロセス又はスレッドとして動作する。
【００２４】
　続いて、画像形成装置１０の省電力状態について説明する。図３は、本実施の形態の画
像形成装置の省電力状態に関する状態遷移の一例を示す図である。
【００２５】
　同図において、通常状態ＳＴ１は、省電力化されていない状態（非省電力状態）である
。したがって、ユーザは、画像形成装置１０の機能を即座に利用することができる。通常
状態ＳＴ１において、電源キーが押下されたり、又は無操作状態が所定時間継続したりす
ると、画像形成装置１０は、静音状態ＳＴ２に移行（又は遷移）する。
【００２６】
　静音状態ＳＴ２は、省電力状態の一形態である。例えば、静音状態ＳＴ２では、操作パ
ネル１５への電力供給が停止又は抑制される。但し、静音状態ＳＴ２において、標準アプ
リ１５１、ＳＤＫアプリ１５２、及びＳＤＫプラットフォーム１５３は、起動されたまま
である。なお、電源キーとは、操作パネル１５に配置され、各状態の切り替えをユーザの
任意によって可能とするためのハードキー（ボタン）である。
【００２７】
　静音状態ＳＴ２において電源キーが押下されたり、ネットワークを介した印刷データの
受信に応じて印刷ジョブが実行されたりすると、画像形成装置１０は、静音状態ＳＴ２か
ら通常状態ＳＴ１へ復帰する。一方、静音状態ＳＴ２が所定時間（以下、「エンジンオフ
状態充足時間」という。）継続すると、画像形成装置１０は、エンジンオフ状態ＳＴ３に
移行（又は遷移）する。
【００２８】
　エンジンオフ状態ＳＴ３は、省電力状態の一形態である。但し、静音状態ＳＴ２とエン
ジンオフ状態ＳＴ３とは、相互に省電力の程度（省電力効果）が異なる。すなわち、エン
ジンオフ状態ＳＴ３では、消費電力が更に抑制される（省電力効果が更に高い）。例えば
、エンジンオフ状態ＳＴ３では、スキャナ１２及びプリンタ１３等のエンジン部に関して
も電力の供給が停止又は抑制される。また、エンジンオフ状態ＳＴ３では、起動されてい
たＳＤＫアプリ１５２が停止される。
【００２９】
　エンジンオフ状態ＳＴ３において、電源キーが押下されたり、圧板が開かれたり、又は
ＤＦ（Document Feeder）にスキャン又はコピー対象の原稿がセットされたりすると、画
像形成装置１０は、通常状態ＳＴ１へ移行（又は遷移）する。
【００３０】
　なお、図３に示される状態遷移は、一例である。したがって、他の状態遷移に関して、
本実施の形態が適用されてもよい。
【００３１】
　以下、画像形成装置１０の処理手順について説明する。図４は、第一の実施の形態の処
理手順を説明するためのシーケンス図である。
【００３２】
　例えば、通常状態ＳＴ１の画像形成装置１０において、移行制御部１６１は、無操作状
態の所定期間の継続又は電源キーの押下を検知すると、ＳＤＫプラットフォーム１５３に
対して静音状態ＳＴ２への移行の可否（又は許否。以下、「可否」で統一する。）を問い
合わせる（Ｓ１０１）。当該問い合わせに応じ、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、ＳＤ
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Ｋプラットフォーム１５３上において起動中の各ＳＤＫアプリ１５２に対して、静音状態
ＳＴ２への移行の可否を問い合わせる（Ｓ１０２）。なお、静音状態ＳＴ２への移行は、
各ＳＤＫアプリ１５２に対する影響は小さいため、問い合わせに対する各ＳＤＫアプリ１
５２からの応答は、即座に返信される。
【００３３】
　続いて、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、静音状態ＳＴ２への移行の可否を応答する
（Ｓ１０３）。例えば、問い合わせ先の全てのＳＤＫアプリ１５２から移行が可能である
（移行を許可する）旨の応答が返信された場合、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、移行
は可能であることを示す応答を返信する。一方、少なくとも一つのＳＤＫアプリ１５２よ
り移行が不可能である（移行を拒否する）旨の応答が返信された場合、ＳＤＫプラットフ
ォーム１５３は、移行は不可能であることを示す応答を返信する。
【００３４】
　移行は可能であることを示す応答が返信された場合、移行制御部１６１は、静音状態Ｓ
Ｔ２への移行確定をＳＤＫプラットフォーム１５３に通知する（Ｓ１０４）。ＳＤＫプラ
ットフォーム１５３は、当該通知に応じ、静音状態ＳＴ２への移行確定を、起動中のＳＤ
Ｋアプリ１５２へ通知する（Ｓ１０５）。これによって、各ＳＤＫアプリ１５２は、静音
状態ＳＴ２への移行が確定したことを認識する。すなわち、ステップＳ１０２における問
い合わせはＳＤＫアプリ１５２ごとに行われるため、各ＳＤＫアプリ１５２は、他のＳＤ
Ｋアプリ１５２について移行の可否は知り得ない。したがって、移行は可能である旨を応
答したＳＤＫアプリ１５２は、実際に静音状態ＳＴ２への移行が行われるのか否かを判断
することができない。そこで、各ＳＤＫアプリ１５２に、静音状態ＳＴ２への移行確定が
通知されるのである。
【００３５】
　続いて、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、移行確定の通知に対する応答を行う（Ｓ１
０６）。当該応答に応じて、移行制御部１６１は、画像形成装置１０を静音状態ＳＴ２へ
移行させる。
【００３６】
　なお、ステップＳ１０３において移行は不可能であることを示す応答が返信された場合
、移行制御部１６１は、静音状態ＳＴ２への移行の中止をＳＤＫプラットフォーム１５３
に通知する。ＳＤＫプラットフォーム１５３は、起動中の各ＳＤＫアプリ１５２に対して
、移行の中止を通知する。
【００３７】
　静音状態ＳＴ２への移行後、エンジンオフ状態充足時間の所定時間前（例えば、１０秒
前等）になると（すなわち、「エンジンオフ状態充足時間－所定時間」が経過すると）、
事前通知部１６２は、エンジンオフ状態ＳＴ３への移行の事前通知をＳＤＫプラットフォ
ーム１５３に送信する（Ｓ１０７）。
【００３８】
　当該事前通知に応じ、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、起動中の各ＳＤＫアプリ１５
２に関して終了処理を開始する（Ｓ１０８）。例えば、ＳＤＫプラットフォーム１５３は
、各ＳＤＫアプリ１５２に対して終了指示を入力する。各ＳＤＫアプリ１５２は、終了指
示に応じて、終了化処理等を実行する。終了化処理の内容は、ＳＤＫアプリ１５２ごとに
異なりうるが、例えば、メモリ等のリソースの解放や、ログの記録等が行われた後、ＳＤ
Ｋアプリ１５２のスレッドが終了する。したがって、ＳＤＫアプリ１５２によっては、終
了化処理に数秒を要するものも有りうる。
【００３９】
　その後、静音状態ＳＴ２へ移行してからエンジンオフ状態充足時間が経過すると（すな
わち、事前通知から所定時間（例えば、１０秒等）が経過すると）、移行可否確認部１６
３は、ＳＤＫプラットフォーム１５３に対してエンジンオフ状態ＳＴ３への移行の可否を
問い合わせる（Ｓ１０９）。当該問い合わせに応じ、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、
事前通知に応じて開始した各ＳＤＫアプリ１５２の終了処理を完了させた後（各ＳＤＫア
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プリ１５２終了させた後）、エンジンオフ状態ＳＴ３への移行は可能であることを示す応
答を返信する（Ｓ１１０）。移行制御部１６１は、当該応答に応じ、画像形成装置１０を
エンジンオフ状態ＳＴ３へ移行させる。
【００４０】
　上述したように、第一の実施の形態の画像形成装置１０では、エンジンオフ状態ＳＴ３
への移行開始前（ステップＳ１０９の問い合わせ前）において、ＳＤＫプラットフォーム
１５３に対して事前通知が行われる。したがって、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、エ
ンジンオフ状態ＳＴ３への移行開始前からＳＤＫアプリ１５２の終了処理を前倒し的に開
始することができる。その結果、ステップＳ１０９の問い合わせに応じて行われるステッ
プＳ１１０の応答の時期を早めることができる。すなわち、当該問い合わせ時に全てのＳ
ＤＫアプリ１５２の終了処理が完了していれば、ステップＳ１１０の応答は直ちに行われ
る。また、当該問い合わせ時に一部のＳＤＫアプリ１５２について終了処理が完了してい
なくても、応答が返信されるまでの時間は、当該一部のＳＤＫアプリ１５２の終了処理の
所要時間に短縮される。したがって、ステップＳ１０９の問い合わせに応じてＳＤＫアプ
リ１５２の終了処理を開始する場合に比べて、ステップＳ１１０の応答を早めることがで
きる。その結果、ＳＤＫアプリ１５２の追加（又は増加）による、省電力効果の低下を抑
制することができる。
【００４１】
　次に、第二の実施の形態について説明する。第二の実施の形態では、第一の実施の形態
と異なる点について説明する。したがって、特に言及されない点については、第一の実施
の形態と同様でよい。
【００４２】
　図５は、第二の実施の形態の処理手順を説明するためのシーケンス図である。図５中、
図４と同一ステップには、同一符号を付し、その説明は省略する。なお、図５では、ステ
ップＳ１０１～Ｓ１０３に関して、便宜上、図示は省略されている。
【００４３】
　第二の実施の形態では、エンジンオフ状態ＳＴ３への移行の可否の問い合わせ時（Ｓ１
０９）において、少なくとも一部のＳＤＫアプリ１５２に関して終了処理が完了していな
い場合、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、移行は不可能であること（移行を拒否するこ
と）を示す応答を直ちに返信する（Ｓ１１０ａ）。
【００４４】
　当該応答に応じ、移行制御部１６１は、エンジンオフ状態ＳＴ３への移行のキャンセル
（中止）をＳＤＫプラットフォーム１５３に通知する（Ｓ１１１）。続いて、移行制御部
１６１は、静音状態ＳＴ２への移行確定をＳＤＫプラットフォーム１５３に通知する（Ｓ
１１２）。すなわち、エンジンオフ状態ＳＴ３への移行がキャンセルされたため、静音状
態ＳＴ２の維持が通知される。当該通知に応じ、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、まだ
終了指示を入力していないＳＤＫアプリ１５２が有る場合は、終了指示の入力を中止し、
当該ＳＤＫアプリ１５２に対して静音状態ＳＴ２への移行確定を通知する。なお、既に終
了指示を入力したＳＤＫアプリ１５２（終了処理が完了したＳＤＫアプリ１５２も含む。
）の再起動はこのタイミングでは行われない。当該ＳＤＫアプリ１５２の再起動は、例え
ば、通常状態ＳＴ１への復帰時に行われる。
【００４５】
　続いて、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、当該通知に対する応答を返信する（Ｓ１１
３）。その後、静音状態ＳＴ２への移行確定の通知（Ｓ１１２）、又は当該通知に対する
応答（Ｓ１１３）から所定時間が経過すると、事前通知部１６２は、エンジンオフ状態Ｓ
Ｔ３への移行の事前通知をＳＤＫプラットフォーム１５３に再送信する（Ｓ１１４）。
【００４６】
　当該事前通知に応じ、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、ＳＤＫアプリ１５２の終了処
理を再開する（Ｓ１１５）。すなわち、終了指示が入力されていないＳＤＫアプリ１５２
に対して終了指示が入力される。但し、当該事前通知時において、全てのＳＤＫアプリ１
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５２の終了処理が完了していれば、ステップＳ１１５は実行されなくてよい。
【００４７】
　ステップＳ１１４の事前通知から所定時間が経過すると、移行可否確認部１６３は、Ｓ
ＤＫプラットフォーム１５３に対してエンジンオフ状態ＳＴ３への移行の可否を問い合わ
せる（Ｓ１１６）。当該問い合わせ時において、全てのＳＤＫアプリ１５２に関して終了
処理が完了していれば、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、エンジンオフ状態ＳＴ３への
移行は可能であることを示す応答を返信する（Ｓ１１７）。
【００４８】
　上述したように、第二の実施の形態においても、第一の実施の形態と同様の効果を得る
ことができる。なお、エンジンオフ状態ＳＴ３への移行をキャンセル（Ｓ１１１）されて
からエンジンオフ状態ＳＴ３への移行の可否の問い合わせ（Ｓ１１６）が再実行されるま
での時間は、起動していた全てのＳＤＫアプリ１５２の終了処理の所要時間に比べて短い
のが望ましい。
【００４９】
　次に、第三の実施の形態について説明する。第三の実施の形態では、第一又は第二の実
施の形態と異なる点について説明する。したがって、特に言及されない点については、第
一又は第二の実施の形態と同様でよい。
【００５０】
　図６は、第三の実施の形態の処理手順を説明するためのシーケンス図である。図６中、
図４と同一ステップには、同一符号を付し、その説明は省略する。なお、図６では、ステ
ップＳ１０１～Ｓ１０３に関して、便宜上、図示は省略されている。
【００５１】
　第三の実施の形態では、事前通知（Ｓ１０７）後であって、エンジンオフ状態ＳＴ３へ
の移行の可否の問い合わせ（Ｓ１０９）前に、例えば、電源キーの押下等、通常状態ＳＴ
１への復帰要因が発生した場合を想定する。
【００５２】
　当該復帰要因の発生に応じ、移行制御部１６１は、通常状態ＳＴ１への移行確定をＳＤ
Ｋプラットフォーム１５３に通知する（Ｓ１２１）。当該通知に応じ、ＳＤＫプラットフ
ォーム１５３は、終了処理を行ったＳＤＫアプリ１５２に関して、起動処理を実行する（
Ｓ１２２）。ＳＤＫプラットフォーム１５３は、当該起動処理が完了すると、応答を返信
する（Ｓ１２３）。
【００５３】
　このように、事前通知後であって、静音状態ＳＴ２の移行からエンジンオフ状態充足時
間が経過する前に通常状態ＳＴ１への復帰が行われる場合であっても、前倒し的に終了さ
れたＳＤＫアプリ１５２は、自動的に再起動される。したがって、ユーザが不便を感じる
可能性を低下させることができる。
【００５４】
　次に、第四の実施の形態について説明する。第四の実施の形態では、第二の実施の形態
と異なる点について説明する。したがって、特に言及されない点については、第二の実施
の形態と同様でよい。
【００５５】
　図７は、第四の実施の形態の処理手順を説明するためのシーケンス図である。図７中、
図５と同一ステップには、同一符号を付し、その説明は適宜省略する。
【００５６】
　図７において、「他モジュール」は、標準アプリ１５１等、ＳＤＫプラットフォーム１
５３及びＳＤＫアプリ１５２以外のプログラムモジュールをいう。なお、他の実施の形態
において、他モジュールの存在は、便宜上省略されていただけであり、他モジュールに関
しても、ＳＤＫプラットフォーム１５３と同様に、省電力状態の遷移に関する各種の通知
は行われる。
【００５７】
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　図７では、ステップＳ１０８が、ステップＳ１０８ａに置き換わっている。ステップＳ
１０８ａにおいて、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、起動中の各ＳＤＫアプリ１５２に
関して終了処理を開始する。この際、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、省電力対応のＳ
ＤＫアプリ１５２に関しては、終了ではなく、中断状態への移行指示を入力する。
【００５８】
　省電力対応のＳＤＫアプリ１５２とは、エンジンオフ状態ＳＴ３においても終了が回避
されるように実装されているＳＤＫアプリ１５２をいう。例えば、ＦＡＸの受信機能を有
するＳＤＫアプリ１５２のように、エンジンオフ状態ＳＴ３において起動状態が維持され
る必要の有るＳＤＫアプリ１５２は、省電力対応のＳＤＫアプリ１５２として実装される
。いずれのＳＤＫアプリ１５２が省電力対応であるか否かは、例えば、ＳＤＫアプリ１５
２のインストール時において、ＳＤＫプラットフォーム１５３に対して設定される。
【００５９】
　また、中断状態とは、省電力対応のＳＤＫアプリ１５２が有する状態であり、現在実行
中の処理を区切りの良い箇所で中断させ、それ以降の処理を進行させない状態をいう。し
たがって、中断状態のＳＤＫアプリ１２のスレッドは終了しない。
【００６０】
　また、図７では、ステップＳ１１０ａが、ステップＳ１１０ｂに置き換わっている。す
なわち、図７では、エンジンオフ状態ＳＴ３への移行の可否の問い合わせ時（Ｓ１０９）
において、全てのＳＤＫアプリ１５２に関して、終了処理又は中断状態への移行が完了し
ていることとする。したがって、ステップＳ１１０ｂにおいて、ＳＤＫプラットフォーム
１５３は、エンジンオフ状態ＳＴ３への移行は可能であることを示す応答を返信する。
【００６１】
　続いて、移行可否確認部１６３は、他モジュールに対しても、エンジンオフ状態ＳＴ３
への移行の可否を問い合わせる（Ｓ１０９－２）。ここでは、少なくとも一部の他モジュ
ールが、エンジンオフ状態ＳＴ３へ移行できない状態であるとする。例えば、印刷アプリ
１５１２が、印刷を実行中であったり、ＦＡＸアプリ１５１４が、ＦＡＸの送信又はＦＡ
Ｘの受信を実行中であったりする。そこで、当該一部の他モジュールは、移行は不可能で
あること（移行を拒否すること）を示す応答を返信する（Ｓ１１０－２）。
【００６２】
　すなわち、第四の実施の形態では、ＳＤＫプラットフォーム１５３以外の他モジュール
によって、エンジンオフ状態ＳＴ３への移行が拒否される点が、第二の実施の形態と異な
る点の一つである。
【００６３】
　いずれかの他モジュールから、移行は不可能であることを示す応答が返信されると、移
行制御部１６１は、エンジンオフ状態ＳＴ３への移行のキャンセル（中止）を、ＳＤＫプ
ラットフォーム１５３と、各他モジュールとに通知する（Ｓ１１１－１、Ｓ１１１－２）
。
【００６４】
　続いて、移行制御部１６１は、静音状態ＳＴ２への移行確定をＳＤＫプラットフォーム
１５３に通知する（Ｓ１１２－１）。静音状態ＳＴ２への移行確定の通知に応じ、ＳＤＫ
プラットフォーム１５３は、ステップＳ１０８ａにおいて中断状態へ移行させた、省電力
対応の各ＳＤＫアプリ１５２に関して、中断状態を解除する（Ｓ１１２－１１）。その結
果、省電力対応の各ＳＤＫアプリ１５２は、通常の動作状態に復帰する。続いて、ＳＤＫ
プラットフォーム１５３は、静音状態ＳＴ２への移行確定の通知に対する応答を返信する
（Ｓ１１３－１）。
【００６５】
　移行制御部１６１は、また、静音状態ＳＴ２への移行確定を各他モジュールにも通知す
る（Ｓ１１２－２）。当該通知を受けた各他モジュールは、当該通知に対する応答を返信
する（Ｓ１１３－２）。
【００６６】
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　その後、静音状態ＳＴ２への移行確定の通知（Ｓ１１２）、又は当該通知に対する応答
（Ｓ１１３）から所定時間が経過すると、事前通知部１６２は、エンジンオフ状態ＳＴ３
への移行の事前通知をＳＤＫプラットフォーム１５３に再送信する（Ｓ１１４）。
【００６７】
　当該事前通知に応じ、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、省電力対応の各ＳＤＫアプリ
１５２に対して、中断状態への移行指示を入力する（Ｓ１１５ａ）。ここで、省電力対応
でないＳＤＫアプリ１５２に関して、終了処理は実行されない。省電力対応でないＳＤＫ
アプリ１５２は、ステップＳ１０８ａにおいて、既に終了しているからである。
【００６８】
　ステップＳ１１４の事前通知から所定時間が経過すると、移行可否確認部１６３は、Ｓ
ＤＫプラットフォーム１５３に対してエンジンオフ状態ＳＴ３への移行の可否を問い合わ
せる（Ｓ１１６－１）。当該問い合わせ時において、省エネ対応の全てのＳＤＫアプリ１
５２に関して中断状態への移行が完了していれば、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、エ
ンジンオフ状態ＳＴ３への移行は可能であることを示す応答を返信する（Ｓ１１７－１）
。
【００６９】
　続いて、移行可否確認部１６３は、各他モジュールに対してエンジンオフ状態ＳＴ３へ
の移行の可否を問い合わせる（Ｓ１１６－２）。各他モジュールは、エンジンオフ状態Ｓ
Ｔ３への移行が可能であれば、エンジンオフ状態ＳＴ３への移行は可能であることを示す
応答を返信する（Ｓ１１７－２）。
【００７０】
　なお、ステップＳ１１６－１とステップＳ１１６－２との順番は、逆であってもよいし
、並列的に実行されてもよい。
【００７１】
　上述したように、第四の実施の形態においても、第二の実施の形態と同様の効果を得る
ことができる。
【００７２】
　次に、第五の実施の形態について説明する。第五の実施の形態では、第三の実施の形態
と異なる点について説明する。したがって、特に言及されない点については、第三の実施
の形態と同様でよい。
【００７３】
　図８は、第五の実施の形態の処理手順を説明するためのシーケンス図である。図８中、
図６又は図７と同一ステップには、同一符号を付し、その説明は適宜省略する。
【００７４】
　第五の実施の形態では、エンジンオフ状態ＳＴ３への事前通知（Ｓ１０７）から所定時
間が経過する前に、画像形成装置１０がオフライン状態へ移行した場合について説明する
。
【００７５】
　オフライン状態とは、例えば、操作パネル１５に表示される管理者用の設定画面を介し
て、画像形成装置１０の動作に関するパラメータの値の設定変更等が行われる状態をいう
。例えば、管理者用の設定画面の表示指示に応じて、画像形成装置１０はオフライン状態
へ移行する。なお、オフライン状態は、図３において説明した、省電力状態に関する状態
遷移とは別の観点における状態遷移に関する状態である。
【００７６】
　オフライン状態では、上記のようなパラメータの値の設定変更が行われるため、オフラ
イン状態中に、エンジンオフ状態ＳＴ３への移行が行われてしまうのは好ましくない。パ
ラメータの値の設定変更は、ＨＤＤ１１４又はＮＶＲＡＭ１１５等への書き込み処理が発
生するところ、エンジンオフ状態ＳＴ３においては、ＨＤＤ１１４又はＮＶＲＡＭ１１５
等への電力の供給が停止され、当該書き込み処理を行えなくなってしまうからである。
【００７７】
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　そこで、画像形成装置１０がオフライン状態へ移行すると、移行制御部１６１は、エン
ジンオフ状態ＳＴ３への事前通知からの所定時間の経過を計測するためのタイマの進行を
停止させる。続いて、移行制御部１６１は、静音状態ＳＴ２への移行確定をＳＤＫプラッ
トフォーム１５３に通知する（Ｓ１２１ａ）。ここで、静音状態ＳＴ２への移行確定が通
知されるのは、エンジンオフ状態ＳＴ３への移行は中止となったことをＳＤＫプラットフ
ォーム１５３に通知し、ＳＤＫプラットフォーム１５３及びＳＤＫアプリ１５２の動作状
態を、画像形成装置１０の省電力状態に則したものに変更させるためである。
【００７８】
　すなわち、ＳＤＫプラットフォーム１５３及びＳＤＫアプリ１５２は、エンジンオフ状
態ＳＴ３への移行の事前通知を受けて、エンジンオフ状態ＳＴ３に対応した動作状態へ移
行している。仮に、静音状態ＳＴ２への移行確定が通知されなければ、ＳＤＫプラットフ
ォーム１５３及びＳＤＫアプリ１５２は、画像形成装置１０は静音状態ＳＴ２であるにも
拘わらず、エンジンオフ状態ＳＴ３に対応した動作状態を維持し、その機能を発揮するこ
とができないからである。
【００７９】
　静音状態ＳＴ２への移行確定の通知に応じ、ＳＤＫプラットフォーム１５３は、ステッ
プＳ１０８ａにおいて中断状態へ移行させた、省電力対応の各ＳＤＫアプリ１５２に関し
て、中断状態を解除する（Ｓ１２２ａ）。ＳＤＫプラットフォーム１５３は、中断状態の
解除が完了すると、応答を返信する（Ｓ１２３）。
【００８０】
　このように、事前通知後であって、静音状態ＳＴ２の移行からエンジンオフ状態充足時
間が経過する前に、オフライン状態へ移行した場合であっても、前倒し的に中断状態とさ
れた省電力対応のＳＤＫアプリ１５２の中断状態は、自動的に解除される。したがって、
ユーザが不便を感じる可能性を低下させることができる。
【００８１】
　なお、上記各実施の形態は、省電力状態を有する機器であれば、例えば、プロジェクタ
、スマートフォン、携帯電話、又はデジタルカメラ等、画像形成装置１０以外の機器に適
用可能である。
【００８２】
　以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は斯かる特定の実施形態に限定され
るものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変
形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００８３】
１０　　　　　画像形成装置
１１　　　　　コントローラ
１２　　　　　スキャナ
１３　　　　　プリンタ
１４　　　　　モデム
１５　　　　　操作パネル
１６　　　　　ネットワークインタフェース
１７　　　　　ＳＤカードスロット
８０　　　　　ＳＤカード
１１１　　　　ＣＰＵ
１１２　　　　ＲＡＭ
１１３　　　　ＲＯＭ
１１４　　　　ＨＤＤ
１１５　　　　ＮＶＲＡＭ
１５１　　　　標準アプリ
１５２　　　　ＳＤＫアプリ
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１５３　　　　ＳＤＫプラットフォーム
１５４　　　　コントロールサービス
１５５　　　　ＯＳ
１６１　　　　移行制御部
１６２　　　　事前通知部
１６３　　　　移行可否確認部
１５１１　　　スキャンアプリ
１５１２　　　印刷アプリ
１５１３　　　コピーアプリ
１５１４　　　ＦＡＸアプリ
【先行技術文献】
【特許文献】
【００８４】
【特許文献１】特開２００７－１５２８２４号公報

【図１】 【図２】
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